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新型コロナウイルス感染症に係る保健所の積極的疫学調査対象者の 

重点化について（通知） 

 

 平素より本県の新型コロナウイルス感染症対策に御協力賜りお礼申し上げます。 

 本県では、新型コロナウイルス感染症患者の急激な増加に伴い、真に医療が必要な方を速やかに医療

につなぐとともに、保健所がハイリスク施設への対応に注力できるよう、保健所の積極的疫学調査の対

象者を下記のとおり重点化することとしました。 

御多忙のところ大変恐縮ですが、貴会会員に対して別紙を配付いただくとともに下記について周知願

います。 

 また、本通知は保健所の積極的疫学調査の対象者を重点化するものであり、発生届の届出対象者に変

更はないことを申し添えます。 

 

記 

 

１ 重点化後の積極的疫学調査対象者 

改正後 改正前 

・75歳以上の高齢者 

・入院を要する者 

・症状、状態が重い者 

・36週以上の妊婦 

・その他、保健所長が必要と認める者 

【発生届の対象である４類型】 

・65 歳以上の高齢者 

・入院を要する者 

・重症化リスクがあり、新型コロナウイルス

感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与

が必要と医師が判断する者 

・妊婦 

 

２ 別紙「貴院で陽性となった患者様へお伝えいただきたいこと」について 

貴院で新型コロナウイルス感染症と診断した患者に対して、別紙を参考に御助言、御指導 

願います。 

この別紙につきましては、患者に直接お渡しいただいても差し支えありません。配付の際 

は、お手数ですが、必要に応じてコピーして利用くださるようお願いいたします。 

 

３ 重点化開始日 

令和４年 12 月 14 日 

 【担当】 

新潟県医療調整本部 感染症対策班 梶、高橋 

  電話：025-280-5353  

  E-mail：kaji.noriko@pref.niigata.lg.jp 


